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様式第１０号の３

この雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票又は雇用保険被保
険者所定労働時間短縮開始時賃金証明票は、休業等を開始した日前
の賃金支払状況等を記したものである。

印公共職業安定所長西宮

注意

1 被保険者本人が介護休業給付の支給申請手続又は育児休業給付の受給資格の確認手続を行う場合は、事業主はこの休業開始時賃金月額証明票（本人手続用）を速やかに

本人に交付すること。

2 その場合、介護休業を開始した被保険者は、介護休業給付金支給申請書にこの休業開始時賃金月額証明票（本人手続用）を添えて、雇用されている事業所の所在地を管

3

轄する公共職業安定所（以下「事業所管轄安定所」という。）に支給申請手続を行うこと。また、育児休業を開始した被保険者は、この休業開始時賃金月額証明票（本人

手続用）に育児休業給付受給資格確認票を添えて、事業所管轄安定所に速やかに提出すること。

被保険者が賃金日額特例措置対象予定者である場合は、事業主は離職票とともに、この所定労働時間短縮開始時賃金証明票を速やかに本人に交付すること。

その場合、賃金日額特例措置対象予定者は、事業主から交付された離職票とともに、この所定労働時間短縮開始時賃金証明票を本人の住所又は居所を管轄する公共職業

安定所に提出すること。

この休業開始時賃金月額証明票又は所定労働時間短縮開始時賃金証明票（本人手続用）を滅失し、又は損傷したときは、交付を受けた事業所管轄安定所に申し出ること。
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